
                      専 決 第 １ ５ 号  

 

専  決  処  分  書  

 

   損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に つ い て  

 

損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に つ い て は ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決

を 要 す べ き と こ ろ ， そ の 処 置 に 特 に 緊 急 を 要 し ， 議 会 を 招 集 す る 時

間 的 余 裕 が な か っ た の で ， 同 法 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 下

記 の と お り 専 決 処 分 す る 。  

 

記  

 

１  賠 償 の 金 額  

   金 ３ ， ８ ９ ６ ， ９ ７ ９ 円  

２  賠 償 す る 相 手 方  

   住 所   

   氏 名   

３  理   由  

     道 路 の 管 理 瑕 疵 に よ り 被 害 を 与 え た た め 。  

 

 

   令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日  

 

 

                伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  
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 （ 参  考 ）  

１  事 故 発 生 日 時  

令 和 元 年 ７ 月 ２ 日  午 前 ５ 時 ４ ４ 分 頃  

２  事 故 発 生 場 所  

   伊 丹 市 鴻 池 ７ 丁 目 ２ 番 １ 号 付 近  天 王 寺 川 左 岸 堤 防  

３  事 故 発 生 の 状 況  

 市 道 に 設 置 し て い た ガ ー ド レ ー ル と そ の 支 柱 を つ な げ て い る

ボ ル ト が 外 れ て い た た め ， 相 手 方 が ガ ー ド レ ー ル に 手 を か け て

よ り か か っ た と こ ろ ， バ ラ ン ス を 崩 し て 転 倒 し ， 負 傷 し た も の

で あ る 。  

４  被 害 状 況 （ 相 手 方 ）  

   恥 骨 及 び 尾 て い 骨 の 骨 折 並 び に 手 の 擦 り 傷  

５  示 談 成 立 年 月 日  

   令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日  
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